
サテライトオフィスの誘致

○ 地⽅における雇⽤機会の創出や移住・定住の促進、産業の創出に向けて、サテライトオフィスの誘致に取り組む⾃治体を⽀援し、
都市部から地⽅へのヒト・情報の流れの創出を更に加速する。

【対象経費】
• 都市部の企業のお試し勤務の誘引に要する経費（都市部におけるPR経費等）
• お試し勤務環境の⽤意に要する経費（オフィスの賃料等（原則、ハード事業は対象外））
• お試し勤務期間中の活動に要する経費（交通費、地元企業とのビジネスマッチングイベント開催費等）

対象経費の上限額︓1,000万円
（措置率0.5・財政⼒補正あり）

特設サイトによる情報発信
 総務省の特設サイトにおいて、企業のお試し勤務を受け⼊れる施設や地域の情報などを掲載

「お試しサテライトオフィス」に係る財政措置
特別交付税特別交付税

地⽅債地⽅債

サテライトオフィス誘致⽀援施設の整備に対して、地域活性化事業債が活⽤可能（充当率90％、交付税算⼊率30％）

●お試し勤務の受⼊れを通じたサテライト
オフィス誘致を⽀援

●ソフト・ハード両⾯について⽀援

ソフト事業が対象

ハード事業が対象

（掲載例）

※以下の区域外で⾏う取組が対象（都道府県・1,574市町村）
①⾸都圏整備法に基づく「既成市街地」及び「近郊整備地帯」
②⾸都圏等財特法施⾏令第1条で定める区域
③近畿圏整備法に基づく「既成都市区域」
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